
　　 （ 平成２８年９月５日改定 ）

東京地方裁判所民事第２１部債権執行書記官室

５００円 １００円 ８２円 ３０円 １０円 ２円 １円 合計

２　枚 １　枚 １　枚 １　枚 １　枚 １　枚 １　枚 １，２２５円

３　枚 ２　枚 ２　枚 ２　枚 ２　枚 ２　枚 ２　枚 １，９５０円

２　枚 1　枚 １　枚 ２　枚 １　枚 １　枚 ２　枚 １，２５６円

予納郵便切手一覧表（債権執行）

申立ての種類

予　納　郵　便　切　手

備　　考うち申立書に執行費
用として計上できる
額

①
債権・その他財産権
差押命令

５　枚 １　枚 ５　枚 ５　枚 ５　枚 １　枚 ５　枚 ３，２１７円

陳述催告あるとき
２，８９８円
ないとき
２，３３８円

債務者が１名増すごとの加
算基準

１，０８２円増加
　

第三債務者が１名増すごと
の加算基準（陳述催告あ
り）

１，６４２円増加
第三債務者は，送達場所ごと
に１名として計算する。

第三債務者が１名増すごと
の加算基準（陳述催告な
し）

１，０８２円増加 　　同　　上

②
債権転付命令
（差押命令申立後に
申し立てる場合）

４　枚 ３　枚 ３　枚 ３　枚 ２，２８２円 　
の同時申立（第三債務者１
名の場合）はと同じ

③
売却命令
譲渡命令

８　枚 １０　枚 １０　枚
ゴルフ売却・譲渡予納金
会員権１個につき５０，０００円

④ 執行異議 ６　枚 ５　枚 ６　枚 ５　枚 １０　枚 ４，１５２円

１０　枚 １０　枚 １０　枚 ６，２４０円 　

（注）重量超過や速達等利用の場合には，切手の追納が必要となることがあります。

※収入印紙
　５００円

当事者（債権者，債務者）１名
増すごとに５００円×４枚，８２円
×２枚，５０円×２枚，２０円×４
枚，１０円×４枚，５円×２枚，
１円×６枚　合計２，４００円を追
加⑤ 執行抗告

５００円×８枚，８２円×２枚，５０円×４枚，２０円×４枚，
１０円×３枚，５円×２枚，２円×５枚，１円×６枚
合計４，５００円

※収入印紙
　１，０００円


